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１ 

                                情 郵 審 第 ＊ ＊ 号   

平成２８年３月３１日   

   

 

 

 総 務 大 臣 

   山 本 早 苗 あて 

   

 

 

                      情報通信行政・郵政行政審議会 

                       会 長   多 賀 谷 一 照 

 

 

 

答 申 書 

 

 

 平成２８年２月１２日付け諮問第３０８２号をもって諮問された事案について、審議の結果、

下記のとおり答申する。 

 

 

記 

 

 

１ 本件、電気通信事業法等の一部を改正する法律（平成 27年法律第 26号）の施行に伴う告示

の制定については、諮問のとおり制定することが適当と認められる。 

 

２ なお、提出された意見及びそれらに対する当審議会の考え方は、別添のとおりである。 

 

 

印 



  
 

2 

「
電
気
通
信
事

業
法
等
の
一

部
を
改

正
す
る
法

律
の

施
行

に
伴

う
関

係
省

令
等

の
整
備
案
に
つ
い
て
の
意
見
募
集

 

－
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
に
係
る
省
令
等
－
」
 

に
対

す
る
意

見
提

出
者

一
覧

 

計
 

 
４
件

 

（
意
見
提
出
順
、
敬
称
略
）
 

 
意

見
提

出
者

 

１
 

日
本
通
信
株

式
会
社

 

２
 

株
式
会
社

N
T
T
ド
コ
モ

 

３
 

K
D

D
I株

式
会
社

 

４
 

ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株

式
会
社

 

  
 



  
 

3 

「
電
気
通
信
事

業
法
等
の

一
部

を
改

正
す
る
法

律
の

施
行

に
伴

う
関

係
省

令
等

の
整
備
案
に
つ
い
て
の
意
見
募
集

 
－
電
気
通
信
事
業
法

等
の
一
部

を
改
正

す
る
法

律
の
施

行
に
伴

う
関

係
政
令

の
整

備
に
関
す
る
政
令
に
係
る
省
令
等
－
」
 

に
対

し
て
寄

せ
ら
れ

た
意

見
及

び
総

務
省

の
考
え
方

 
  

 意
見

１
 
「
特

定
関

係
法

人
」
に
含

ま
れ

る
「
関

連
会

社
等

」
の

定
義

に
関

し
て
、
議

決
権

の
み

で
判

断
す
る
の

で

は
な
く
、
取

締
役

の
就

任
状

況
等

、
実

質
的

な
支

配
の

有
無

を
踏

ま
え
て
判

断
す
る
こ
と
と
し
た
本

案
は

、
企

業
グ
ル

ー
プ
の
態
様
に
即
し
た
定
義
で
あ
り
賛
同

。
【
諮
問
事
項
】
 

考
え
方
１

 

提
出

意
見

を
踏

ま
え
た
案

の
修

正
の

有
無

 

【
対
象
】
 

電
気
通
信

事
業
法

施
行

規
則

の
一

部
改

正
案

 
第

4
条
の

2
の

2
 
及
び

 
電
気

通
信
事

業
法
関

係
審
査
基

準
の
一

部
改

正
案

 
第

5
条
の

4
 
及

び
 
電

気
通

信
事

業
法

第
3
0
条
第

3
項
第

2
号
の
規
定

に
よ
り
禁

止
さ
れ
る
行
為
の

相
手
方
と
な

る
電
気
通
信

事
業
者

を
指

定
す
る
件

の
告

示
案

 

 【
意
見
】
 

「特
定
関
係
法
人
」に

含
ま
れ
る
「関

連
会
社
等
」の

定
義
に
関
し
て
、
自
己
（子

会
社
を
含
む
）が

1/
5
以
上

1/
3
以
下
の
議
決

権
を
保
有
す
る
会
社
に
つ
い
て
は

、
議
決
権
の

み
で
「
関
連
会
社
等
」に

該
当
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
取
締
役

の
就
任
状
況
等
、
実
質
的
な
支
配
の
有
無
を
踏
ま
え
て
判
断
す
る
こ
と
と
し
た
本
案
は
、
企
業
グ
ル
ー
プ
の
態
様
に
即
し
た
定
義

で
あ
り
賛
同
致
し
ま
す
。

 

こ
の
点
、
「特

定
関
係
法
人
」は

改
正
電
気
通
信
事
業
法
第

30
条
第

3
項
第

2
号
に
規
定
さ
れ
る
不
当
な
優
遇
禁
止
の
対
象

と
な
り
う
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
前
述
の
定
義
に
よ
り
、
実
質
的
な
支
配
の
有
無
を
踏
ま
え
て
そ
の
対
象
と
な
る
事
業
者
を
判
断
す
る

こ
と
は
、
当
社
の
「自

己
の
関
係
事
業
者
」以

外
の
事
業
者
と
の
異
業
種
連
携
の
促
進
や
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
出
を
目
的
と
し
て
禁

止
行
為
規
制
を
緩
和
す
る
こ
と
が

適
当
と
さ
れ
た
「2

02
0
年
代
に
向
け
た
情
報
通
信
政
策
の
在
り
方

 
答
申
」の

趣
旨
に
も
適
う

も
の
と
考
え
ま
す
。

 

当
社
は
引
き
続
き
公
正
競
争
を
遵
守
し
、
広
範
囲
の
異
業
種
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
推
進
し
、
イ
ノ
ベ
ー
シ

ョ
ン
促
進
及
び
利
用
者
利
便
の
向
上
に
取
り
組
み
、
産
業
競
争
力
・国

際
競
争
力
の
向
上
に
貢
献
す
る
所
存
で
す
。

 

先
般
禁
止
行
為
規
制
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
、
「電

気
通
信
事
業
法
第

30
条
第

3
項
第

2
号
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
行

為
の
相
手
方
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
」の

指
定
基
準
と
し
て
、
各
市
場
に
お
け
る
契
約
数

5
万
件
以
上
と
す
る
閾
値
が
新
た
に

規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
後
の
市
場
環
境
の
変
化
を
踏
ま
え
て
当
該
指
定
基
準
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
な
ど
、
引
き
続
き

市
場
の
実
態
に
照
ら
し
て
過
度
な
規
制
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
見
直
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

 

【
株
式
会
社

N
T
T
ド
コ
モ
】 

・
 
賛
同
の
意
見
と
し
て
承
る
。

 

 

無
 

（
賛

同
意

見
の

た
め
） 

  

意
見

２
 
「
関

連
会

社
等

」
に
つ
い
て
は

、
会

社
法

で
定

め
る
会

社
計

算
規

則
や

金
融

商
品

取
引

法
で
定

め
る
財

務
諸

表
等

規
則
に
お
い
て
も
、
会

社
同

士
の

帰
属

関
係

や
結

合
関

係
を
規

定
し
て
お
り
、
本

省
令

案
で
も
、
こ

れ
ら
と
異

な
る
基

準
を
用

い
る
特

段
の

理
由

は
な
い
た
め

、
会

社
計

算
規

則
や

財
務

諸
表

等
規

則
と
同

様
の

基
準

を
用

い
る
べ
き
。

 

考
え
方
２

 

提
出

意
見

を
踏

ま
え
た

案
の

修

正
の

有
無

 



  
 

4 

【
対
象
】
 

電
気
通
信

事
業
法

施
行

規
則

の
一

部
改

正
案

 
第

４
条
の
２
の
２

 

 【
意
見
】
 

「
関

連
会

社
等

」
に
つ
い
て
は

、
会

社
法

で
定

め
る
会

社
計

算
規

則
や

金
融

商
品

取
引

法
で
定

め
る
財

務
諸

表
等

の
用

語
、
様

式
及

び
作

成
方

法
に
関

す
る
規

則
（
以

下
、
「
財

務
諸

表
等

規
則

」
と
い
い
ま
す

。
）
に
お
い
て
も
同

様
の

規
定

が
あ

り
、
こ
れ
ら
の
規

則
に
お
い
て
も
、
今

回
の

改
正

政
令
と
同

様
に
、
財
務

や
事

業
の

方
針

に
対
し
て
重
要
な
影

響
を
与
え
る
会

社
を
関

連
会

社
等

と
定

義
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か

し
な
が

ら
、
本

省
令

案
に
お
け
る
「
関

連
会

社
等

」
の

具
体

的
な
基

準

に
つ
い
て
は

、
以

下
【
参

考
】
の

と
お
り
、
こ
れ

ら
の

規
則

に
お
け
る
基

準
と
は

異
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ

の
法

令
も
、
会

社

同
士

の
帰

属
関

係
や

結
合

関
係

を
規

定
し
て
い
る
こ
と
に
鑑

み
れ

ば
、
本

省
令

案
に
お
い
て
こ
れ

ら
の

規
則

と
は

異
な
る
基

準
を
用

い
る
特
段

の
理

由
は

な
い
も
の

と
考

え
ま
す
。

 

ま
た
、
「
関
連
会
社

等
」
の

基
準

を
定

め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
電

気
通
信
事
業

法
第

3
0
条
第

3
項
第

2
号
の
規
定
に
よ
り

禁
止

さ
れ

る
行

為
の

相
手

方
と
な
る
電

気
通

信
事

業
者

が
、
本

省
令

で
規

定
さ
れ

る
「
関

連
会

社
等

」
を
含

む
特

定
関

係
法

人
の

中
か

ら
指

定
さ
れ

る
こ
と
に
も
留

意
す
る
必

要
が

あ
り
ま
す
。
モ
バ

イ
ル

市
場

に
お
け
る
禁

止
行

為
規

制
適

用
事

業
者

は
N

T
T
ド
コ
モ
で
あ
り
、
そ
の

「
関

連
会

社
等

」
に
該

当
す
る
電
気

通
信
事
業

者
の
範

囲
が
他

の
法

令
と
比
べ
て
狭

く
な
っ
た

場
合

、
N

T
T

ド
コ
モ
や

そ
の

グ
ル

ー
プ
会

社
が

、
特

定
関
係

法
人

に
該

当
し
な
い
電
気

通
信

事
業

者
を
不
当

に
優

遇
す
る
こ

と
等

に
よ
り
、
公

正
な
競

争
環

境
を
阻

害
す
る
お
そ
れ

が
高

ま
り
ま
す
。
こ
の

点
か

ら
も
、
本

省
令

案
に
お
け
る
「
関

連
会

社

等
」
の
基
準
に
つ
い
て
は

、
会

社
計

算
規

則
や

財
務

諸
表
等

規
則

と
同
様
の
基

準
を
用

い
る
こ
と
が

適
切
と
考
え
ま
す
。

 

 【
参
考
】
各

法
令
等
に
お
け
る
「
関

連
会

社
等

」
の

基
準

 

＜
本
省
令

案
＞

 

・
第
一
号

 

会
社

等
（
当

該
会

社
等

の
子

会
社

等
を
含

む
。
）
が

子
会

社
等

以
外

の
他

の
会

社
等

（
破

産
手
続

開
始

、
再

生
手

続
開

始
又

は
更

生
手

続
開
始

の
決

定
を
受

け
た
子

会
社

等

以
外

の
他

の
会

社
等

そ
の

他
こ
れ

ら
に
準

ず
る
子

会
社

等
以

外
の

他
の

会
社

等
で
あ
つ
て
、
当

該
会

社
等

が
そ
の

財
務

及
び
営

業
又

は
事

業
の

方
針

の
決

定
に
対

し
て
重

要

な
影

響
を
与

え
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認

め
ら
れ

る
も
の

を
除

く
。
以

下
こ
の

条
に
お
い
て
同

じ
。
）
の

議
決

権
の

三
分

の
一

を
超

え
て
自

己
の

計
算

に
お
い
て
保

有
し
て
い
る
場

合

に
お
け
る
当
該

子
会
社

等
以

外
の

他
の

会
社

等
 

・
第
二
号

 

会
社

等
（
当
該

会
社

等
の

子
会

社
等

を
含
む

。
）
が

子
会

社
等

以
外

の
他

の
会

社
等
の

議
決

権
の
五

分
の

一
以

上
三

分
の

一
以

下
を
自

己
の

計
算

に
お
い
て
保
有

し
て
い
る

場
合
に
お
け
る
当
該
子

会
社

等
以

外
の

他
の

会
社

等
で
あ
つ
て
、
次

に
掲

げ
る
要
件

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
（
後

略
）
 

・
第
三
号

 

会
社

等
（
当

該
会

社
等

の
子

会
社

等
を
含

む
。
）
が

自
己

の
計

算
に
お
い
て
保

有
し
て
い
る
議

決
権

と
当

該
会

社
等

と
出
資
、
人

事
、
資

金
、
技

術
、
取
引

等
に
お
い
て
緊
密

な

関
係

が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当

該
会

社
等

の
意

思
と
同

一
の

内
容

の
議

決
権

を
行

使
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者

及
び
当
該

会
社

等
の
意

思
と
同

一
の

内
容

の
議

決
権
を
行

使
す
る
こ
と

に
同
意

し
て
い
る
者

が
保

有
し
て
い
る
議

決
権

と
を
合

わ
せ

て
、
子

会
社

等
以

外
の

他
の
会

社
等
の

議
決

権
の
三

分
の
一
を
超

え
て
保
有

し
て
い
る
場
合

（
当

該
会
社

等
が
自
己

の
計

算
に
お
い
て
議

決
権

を
保

有
し
て
い
な
い
場

合
を
含

む
。
）
に
お
け
る
当

該
子

会
社

等
以
外

の
他

の
会

社
等

で
あ
つ
て
、
前

号
イ
又

は
ロ
に
掲

げ
る
要

件
の
い
ず
れ

か
に
該

当
す
る
も
の
（
後
略
）
 

 ＜
会
社
計

算
規
則

第
二
条

第
四

項
＞

 

・
第
一
号

 

他
の
会

社
等

（
次
に
掲

げ
る
会

社
等

で
あ
っ
て
、
当

該
会

社
等

の
財

務
又

は
事

業
の

方
針

の
決
定
に
対
し
て
重
要

な
影

響
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除

く
。
以

下
こ
の

項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の

議
決

権
の

総
数

に
対

す
る
自

己
（
そ
の

子
会

社
を
含

む
。
以

下
こ
の

項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の

計
算

に
お
い
て
所

有
し
て
い
る
議

決
権

の
数

の
割
合
が

百
分
の

二
十

以
上

で
あ
る
場

合
 

・
第
二
号

 

他
の

会
社

等
の

議
決

権
の

総
数

に
対

す
る
自

己
の

計
算

に
お
い
て
所

有
し
て
い
る
議

決
権

の
数

の
割

合
が

百
分

の
十

五
以

上
で
あ
る
場

合
（
前

号
に
掲
げ
る
場

合
を
除
く
。
）

で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
い
ず

れ
か

の
要

件
に
該

当
す
る
場

合
（
後

略
）
 

・
第
三
号

 

他
の
会

社
等

の
議

決
権

の
総

数
に
対

す
る
自

己
所

有
等

議
決

権
数

（
次

に
掲
げ
る
議
決

権
の

数
の
合

計
数
を
い
う
。
）
の

割
合

が
百

分
の
二

十
以
上

で
あ
る
場
合

（
自

己
の
計

・
 
各
法
律
に
お
け
る
規
制
対
象
の
範
囲
は
、

各
規
制
の
趣
旨
・内

容
等

に
照
ら
し
、
個
別
に

判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

 

・
 
御
指
摘
の
会
社
計
算
規
則
や
財
務
諸
表
等

規
則
に
お
け
る
関
連
会
社
の
定
義
は
、
企
業

集
団
の
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
上
で
、
そ
の

財
政
状
況
及
び
経
営
成
績
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
当
該
企
業
集
団
に
含
め
る
こ
と
が
必

要
な
者
か
否
か
と
い
う
観
点

か
ら
規
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

 

 
 
他
方
、
本
省
令
案
の
関
連
会
社
等
の
定
義

は
、
移
動
通
信
市
場
の
市
場
支
配
的
事
業
者

に
対
し
不
当
な
優
遇
を
禁
止
す
る
こ
と
が
必
要

な
者
か
否
か
等
の
観
点
か
ら
規
定
し
た
も
の

で
あ
り
、
会
社
計
算
規
則
等
と
は
そ
の
趣
旨
等

が
異
な
る
た
め
、
会
社
計
算
規
則
等
と
同
様

の
基
準
を
用
い
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。

 

     

無
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算
に
お
い
て
議
決
権
を
所

有
し
て
い
な
い
場

合
を
含

み
、
前

二
号

に
掲

げ
る
場

合
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
前
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合

 

（
後
略
）
 

 ＜
財
務
諸

表
等
規

則
第
八

条
第

六
項

＞
 

・
第
一
号

 

子
会
社

以
外

の
他
の

会
社

等
（
民

事
再

生
法

の
規

定
に
よ
る
再

生
手

続
開
始

の
決

定
を
受
け
た
会
社
等
、
会
社
更

生
法

の
規

定
に
よ
る
更
生

手
続
開
始

の
決

定
を
受
け
た
株

式
会

社
、
破

産
法

の
規

定
に
よ
る
破

産
手

続
開

始
の

決
定

を
受

け
た
会

社
等

そ
の

他
こ
れ

ら
に
準

ず
る
会

社
等

で
あ
つ
て
、
か

つ
、
当

該
会

社
等

の
財

務
及

び
営

業
又

は
事

業

の
方

針
の

決
定

に
対

し
て
重

要
な
影

響
を
与

え
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認

め
ら
れ

る
会

社
等

を
除

く
。
以

下
こ
の

項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の

議
決

権
の

百
分

の
二

十
以

上
を
自

己
の

計
算
に
お
い
て
所
有

し
て
い
る
場

合
 

・
第
二
号

 

子
会

社
以

外
の

他
の

会
社

等
の

議
決

権
の

百
分

の
十

五
以

上
、
百

分
の

二
十

未
満

を
自

己
の

計
算

に
お
い
て
所

有
し
て
い
る
場

合
で
あ
つ
て
、
か

つ
、
次
に
掲

げ
る
い
ず
れ

か
の
要
件
に
該
当
す
る
場

合
（
後

略
）
 

・
第
三
号

 

自
己

の
計

算
に
お
い
て
所

有
し
て
い
る
議

決
権

と
自

己
と
出

資
、
人

事
、
資

金
、
技
術
、
取

引
等

に
お
い
て
緊
密

な
関
係

が
あ
る
こ
と
に
よ
り
自

己
の

意
思

と
同

一
の

内
容
の

議

決
権
を
行
使

す
る
と
認
め
ら
れ

る
者

及
び
自

己
の

意
思

と
同

一
の

内
容

の
議

決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意

し
て
い
る
者

が
所
有

し
て
い
る
議
決

権
と
を
合

わ
せ

た
場

合
（
自

己
の

計
算
に
お
い
て
議

決
権
を
所

有
し
て
い
な
い
場

合
を
含

む
。
）
に
子

会
社

以
外

の
他
の

会
社

等
の
議
決

権
の
百

分
の

二
十

以
上
を
占

め
て
い
る
と
き
で
あ
つ
て
、
か

つ
、
前
号
イ
か

ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ

か
の

要
件

に
該

当
す
る
場

合
（
後

略
）
 

 ＜
企
業
結

合
審
査
に
関
す
る
独

占
禁

止
法

の
運

用
指

針
＞

 

企
業

結
合

審
査

の
対

象
と
な
る
行

為
類

型
に
お
い
て
、
「
株

式
発

行
会

社
の

総
株
式

の
議

決
権

に
占
め
る
株

式
所

有
会

社
の
属
す
る
企
業

結
合
集

団
に
属

す
る
会
社

等
が

保

有
す
る
株
式
に
係
る
議

決
権

を
合

計
し
た
議

決
権

の
割

合
が

2
0
％

を
超

え
、
か

つ
、
当
該
割

合
の
順
位
が

単
独
で

1
位

と
な
る
場

合
」
と
の
規

定
が
あ
る
。

 

 

【
K
D

D
I株

式
会
社
】  

【
対
象
】
 

電
気
通
信

事
業
法

施
行

規
則

の
一

部
改

正
案

 
第

４
条
の
２
の
２

 
第
１
号

 

 【
意
見
】
 

今
般

の
電

気
通

信
事

業
法

施
行

規
則

（
以

下
「
施

行
規

則
」
）
の

改
正

に
お
い
て
、
電

気
通

信
事

業
法

施
行

令
（
以

下
「
施

行
令

」
）
第

１
条

第
２
項

に
定

め
る
「
関

連
会

社
等

」
の

定
義

に
係

る
形

式
基

準
が

、
従

前
よ
り
企

業
会

計
に
お
い
て
一

般
に

適
用
さ
れ
て
き
た
「
関

連
会

社
」
の

基
準

よ
り
も
狭

く
設
定
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
直
ち
に
修
正
さ
れ
る
こ
と
を
求

め
ま
す
。

 

企
業
会
計

に
お
い
て
は

、
 

◆
会
社
計

算
規

則
 
第

２
条

第
３
項

第
1
8
号

及
び
同
条
第
４
項
第

１
号

 

◆
財
務
諸

表
等
の

用
語

、
様

式
及

び
作

成
方

法
に
関
す
る
規
則

 
第
８
条
第
５
項
及
び
同

条
第
６
項
第
１
号

 

◆
企
業
会

計
基
準

委
員

会
が

定
め
る
「
持

分
法

に
関
す
る
会
計
基

準
（
企
業
会
計

基
準
第

1
6
号
）
」
 

第
５
項
及
び
第

５
−
２
項

（
１
）
 

上
記
の

い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
「
関

連
会

社
」
の

形
式
基

準
は
『
議

決
権
の

1
0
0
分

の
2
0
以
上
を
自
己
の
計

算
に
お
い
て

所
有

し
て
い
る
場

合
』
と
さ
れ

て
お
り
、
そ
の

所
有

割
合

を
三

分
の

一
以

上
と
し
て
い
る
も
の

は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ

ら
は

取
り

も
直
さ
ず
、
『
議

決
権

の
1
0
0
分

の
2
0
以

上
を
所

有
さ
れ
て
い
る
関
係
に
お
い
て
は

、
出
資

、
人
事

、
資
金
、
技
術
、
取
引
等

の
関

係
を
通

じ
て
、
財

務
及

び
営

業
又

は
事

業
の

方
針

の
決

定
に
対

し
て
重

要
な
影

響
を
与

え
る
こ
と
が

で
き
る
』
こ
と
を
指

し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の

影
響
力
は

、
企

業
会

計
を
離

れ
て
電

気
通

信
分

野
に
お
い
て
鑑

み
た
と
し
て
も
、
薄

ま
る
こ
と
は

決
し
て
あ
り
得

ま
せ

ん
。
そ
れ

に
も
関

わ
ら
ず
、
施

行
令

及
び
施

行
規

則
に
お
い
て
、
広

く
一

般
に
認

識
さ
れ

て
い
る
基

準
よ

り
も
狭
い
基
準
を
用

い
る
こ
と
が

許
容

さ
れ

る
、
合

理
的

な
理
由
は

存
在
し
ま
せ
ん
。

 

 

そ
も
そ
も
、
条
文

の
解

釈
に
あ
た
っ
て
は

、
国

民
の

期
待

に
反

し
な
い
よ
う
、
そ
の

文
言

の
素

直
な
国

語
的

意
味

を
尊

重
す



  
 

6 

べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
他

の
条

文
と
の

整
合

性
も
考

慮
さ
れ

る
べ

き
も
の
と
考
え
ま
す
。
こ
の
点

、
企

業
会
計

一
般

に
用

い
ら
れ

て
き
た
「
関

連
会
社
」
と
い
う
文
言

に
対
し
て
、
施
行

令
に
お
い
て
「
関

連
会

社
等

」
と
言

う
表

現
を
用

い
て
い
る
に
も
か

か
わ

ら

ず
、
施

行
規

則
に
よ
る
規

定
で
は

、
「
関

連
会

社
」
の

意
味

す
る
と
こ
ろ
よ
り
も
そ
の

指
す
範

囲
が

狭
く
な
る
と
い
う
こ
と
は

、
通

常
の

観
念

に
よ
る
解

釈
と
乖

離
し
て
お
り
、
そ
の

文
言

の
素

直
な
国

語
的

意
味

が
尊

重
さ
れ

て
い
る
と
は

言
え
ま
せ

ん
。
加

え
て
、
電

気
通

信
分

野
の

み
が

、
他

の
法

令
に
お
い
て
従

前
か

ら
広

く
一

般
に
適

用
さ
れ

て
き
た
法

令
解

釈
と
の

整
合

性
を

考
慮

せ
ず
、
特

殊
な
基

準
・
解

釈
を
用

い
る
こ
と
は

、
強

い
違

和
感

が
感

じ
ら
れ

る
と
と
も
に
、
混

乱
を
招

く
も
の

で
あ
る
と
考

え
ま
す
。

 

 今
般

の
電

気
通

信
事

業
法

（
以

下
「
法

」
）
改

正
に
お
い
て
、
様

々
な
業

種
の

企
業

と
の

連
携

に
よ
り
新

事
業

・
新

サ
ー
ビ

ス
の
創
出

を
促
進

す
る
と
い
う
観

点
か

ら
、
法

第
3
0
条
に
定
め
る
禁
止
行
為

規
制
が

緩
和
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
公

正
な
競

争
の

促
進

と
い
う
観

点
に
お
い
て
は

、
引

き
続

き
特

定
の

事
業

者
を
不

当
に
優

先
的

に
取

扱
う
行

為
は

規
制

の
対

象
と
な
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

点
に
お
い
て
は

何
ら
従

前
と
変
わ
る
と
こ
ろ
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

 

以
上

よ
り
、
直

ち
に
施

行
規

則
に
お
け
る
「
関

連
会

社
等

」
の

基
準

を
、
広

く
一

般
に
適

用
さ
れ

て
き
た
基

準
に
準

じ
て
見

直
し
、
修
正
さ
れ
る
こ
と
を
求

め
ま
す
。

 

【
日
本
通
信
株
式
会
社
】 

意
見

３
 
退
職
後
の
動
向
を
把
握
で
き
な
い
よ
う
な
社
員
は
、
自
己
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
言
え
な
い

こ
と
か

ら
、
退

職
社
員
が

複
数
名
取
締
役
に
就
任

し
規

定
以
上

の
議

決
権
を
有

し
て
い
て
い
る
も
の

の
、
当

社

が
グ
ル
ー
プ
会
社
だ
と
認
識
し
て
い
な
い
会
社
等
は
、
関
連
会
社
に
該
当
し
な
い
と
考
え
て
よ
い
か
。

 

考
え
方
３

 

提
出

意
見

を
踏

ま
え
た
案

の
修

正
の

有
無

 

【
対
象
】
 

電
気
通
信

事
業
法

施
行

規
則

の
一

部
改

正
案

 
第

4
条
の

2
の

2
 

 【
意
見
】
 

「当
該
会
社
等
の

役
員
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使
用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
」に

つ
い
て

は
、
自
社
を
自
己
都
合
退
職
し
た
社
員
も
含
ま
れ

る
と
読
め
る
た
め
、
退
職
後
の
動
向
を
把
握
で
き
な
い
状
況
が

想
定
さ
れ

ま

す
。

 

企
業
会
計
に
お
け
る
関
連
会
社
等
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
企
業
会
計
基
準
委
員
会
の
「企

業
会
計
基
準
適
用
指
針
第

22
号

連
結
財
務
諸
表
に
お
け
る
子
会
社
及
び
関
連
会
社
の
範
囲
の
決
定
に
関
す
る
適
用
指
針
」※

（以
下
「企

業
会
計
基
準
運
用
指

針
」
）
に
以
下
の
規
定
が

あ
り
、
「
自
己
が

他
の

企
業
の
財
務

 及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の

決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
る
」か

否
か
が
重
要
な
判
断
材
料
に
な
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

 

【対
象
】 

• 
緊
密
な
者
（
自
己
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、
取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り

 自
己
の
意
思
と
同

一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
） 

• 
両
者
の

関
係
に
至
っ
た
経
緯
、
両
者
の

関
係
状
況
の

内
容
、
過
去
の

議
決
権
の
行
使
の
状
況
、
自
己
の

商
号
と
の
類
似

性
等
を
踏
ま
え
、
実
質
的
に
判
断
す
る
」 

【対
象
の
例
】 

• 
(3

) 
自
己
の

役
員
若
し
く
は

使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
自
己
が
他
の

企
業
の
財
務
及
び
営
業
又
は

事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成

・
 
本
省
令
案
の
関
連
会
社
等
の
定
義
で
は
、

自
己
（子

会
社
を
含
む
）が

１
／
５
以
上
１
／
３

以
下
の
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
に
つ
い
て

は
、
議
決
権
だ
け
で
な
く
人
的
な
支
配
関
係
も

併
せ
考
慮
す
る
こ
と
と
し
、
退
職
し
た
役
員
・社

員
等
が
当
該
会
社
の
取
締
役
の
１

/５
超
を
占

有
す
る
こ
と
等
を
追
加
要
件
と
し
て
い
る
。

 

・
 
こ
の
定
義
で
は
、
単
に
退
職
し
た
役
員
・
社

員
等
が
当
該
会
社
の
取
締
役
の
１
／
５
超
を

占
有
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
当
該
退
職
し
た
役

員
・
社
員
等
に
対
し
、
自
己
が
当
該
会
社
等

の
財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決

定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
要
件
と
し
て
い
る
。

 

・
 
御
指
摘
の
事
例
の
よ
う
な
退
職
後
の
動
向

が
把
握
で
き
な
い
よ
う
な
社
員
に
つ
い
て
も
、

自
己
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
（関

無
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員
の
過
半
数
を
占
め
て
い
る
当
該
他
の
企
業

 

• 
(4

) 
自
己
の

役
員
若
し
く
は

使
用
人
で
あ
る
者
、
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
で
自
己
が
他
の

企
業
の
財
務
及
び
営
業
又
は

事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、
代
表
権
の
あ
る
役
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
お
り
、

か
つ
、
取
締
役
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
構
成
員
の
相
当
数

 （
過
半
数
に
満
た
な
い
場
合
を
含
む
。
）を

占
め

て
い
る
当
該
他
の
企
業

 

 こ
の
企
業
会
計
運
用
指
針
を
参
考
に
本
改
正
案
の
「
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
会
社
等
の
意
思
と
同
一
の
内
容

の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
」に

つ
い
て
解
釈
す
れ
ば
、
退
職
後
の
動
向
を
把
握
で
き
な
い
よ
う
な
社
員
は
自
己
が

影
響
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、
退
職
社
員
が
複
数
名
取
締
役
に
就
任
し
規
定
以
上
の
議
決
権
を
有
し

て
い
る
も
の
の
当
社
が
グ
ル
ー
プ
会
社
だ
と
認
識
し
て
い
な
い
会
社
等
に
つ
い
て
は
、
関
連
会
社
に
は
該
当
し
な
い
と
考
え
て
よ

ろ
し
い
か
ご
教
示
願
い
ま
す
。
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【
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
株
式
会
社
】 

連
会
社
等
）か

ど
う
か
を
個
別
事
例
ご
と
に
実

質
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

 

  



平
成

２
８
年

３
月

３
１
日

 
総

務
省

 
総

合
通

信
基

盤
局

 

電
気
通
信

事
業

法
改

正
に
伴

う
関
係

告
示
の
整
備
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諮
問
の
経
緯
・
概
要
等

 
1 

○
  
改
正
電
気
通
信
事
業
法

（昨
年
５
月
公
布
。今

年
５
月
２
１日

施
行
予
定
）で

は
、移

動
通
信
市
場
の
市
場
支
配
的
事
業
者

（Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
）に

対
し
不

当
な
優
遇
を
禁
止
す
る
対
象
先
を
、特

定
の
電
気
通
信
事
業
者
か
ら
「総

務
大
臣
が
指
定
す
る
特
定
関
係
法
人

（グ
ル
ー
プ
会
社
）」
に
緩
和
。 

○
 ２

月
12
日
の
当
部
会
に
、「
不
当
な
優
遇
の
禁
止
対
象
と
な
る
特
定
関
係
法
人
」を

指
定
す
る
告
示
案
を
諮
問
。２

月
１３
日
か
ら
３
月
１４

日

ま
で
の
間
、諮

問
を
要
し
な
い
関
連
省
令

（関
連
会
社
等
の
定
義
等
）と

併
せ
て
総
務
省
で
パ
ブ
コ
メ
を
実
施
し
、４

者
か
ら
意
見
が
提
出
。 

 
「Ｎ

Ｔ
Ｔ
東
日
本
」
、「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
西

日
本

」、
「Ｎ

Ｔ
Ｔ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
ズ
」、
「Ｎ

Ｔ
Ｔ
 
Ｂ
Ｐ
」、
「Ｎ

Ｔ
Ｔ
－
Ｍ
Ｅ
」、
「Ｎ

Ｔ
Ｔ
ぷ
ら
ら
」
、「
Ｎ
Ｔ
Ｔ
Ｐ
Ｃ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン

ズ
」、
「Ｎ

Ｔ
Ｔ
メ
デ
ィ
ア
サ
プ
ラ
イ
」の

８
社

を
指

定
。

 

［
関
連
省
令
案
］
（諮

問
対
象
外
） 

●
 
不
当
な
優
遇

禁
止

の
対

象
と
な
る
特

定
関

係
法
人
は
、「
Ｆ
Ｔ
Ｔ
Ｈ
ア
ク
セ
ス
サ

ー
ビ
ス
や
携
帯

電
話

（
通

信
モ

ジ
ュ
ー

ル
向

け
を
除

く
）
等

を
提

供
す

る
者
で
あ
っ
て
、
当

該
サ

ー
ビ
ス
の
契

約
数
が
５
万
件

以
上
の
者

」と
規

定
。 

 
 

改
正

禁
止

行
為

指
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（3
/
29
公
表
） 

諮
問
し
た
告

示
案

 

・ 
特
定
関
係
法
人
に
は
、親

会
社
・子

会
社

・兄
弟
会
社
に
加
え
て
、自

己
の
「関

連
会
社
等
」も

含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、省

令
案
で
「
関
連
会
社
等
」
を
定
義
。 

・ 
具
体
的
に
は
、以

下
の
と
お
り
、規

定
。 

 
①
自
己
（子

会
社
を
含
む
）が

、１
／
３
超
の
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社

 

 
②
自
己
（子

会
社
を
含
む
）が

、１
／
５
以
上
１／

３
以
下
の
議
決
権
を
保
有
す
る
会
社
で
あ
っ
て
、以

下
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
 

 
 
 
１）
 
自

己
の
役
員
・社

員
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
が
、代

表
取
締
役
に
就
任

 

 
 
 
２
） 
自
己
の
役
員
・社

員
又
は
こ
れ
ら
で
あ
っ
た
者
が
、取

締
役
の
１／

５
超
を
占
有
 

等
 

諮
問
の
経
緯
・
概
要
等

 

９ 



2 
意
見
及
び
こ
れ
に
対
す
る
考
え
方
（
案

）
 
１／

２
 

 

意
見
の
概
要

 
考
え
方
（
案
）
 

意
見

１ 
「
特

定
関

係
法

人
」
に
含

ま
れ

る
「関

連
会

社
等

」
の
定

義
に

関
し
て
、議

決
権

の
み

で
判

断
す
る
の
で

は
な
く
、
取

締
役

の
就

任
状

況
等

、実
質

的
な
支

配
の
有

無
を
踏

ま
え
て
判

断
す
る
こ
と
と
し
た
本

案
は
、企

業
グ
ル
ー
プ
の
態
様
に
即
し
た
定
義

で
あ
り
賛

同
。 

 
 
（株

式
会

社
N
T
T
ド
コ
モ
） 

・賛
同

の
意

見
と
し
て
承
る
。 

意
見

２
 

「関
連

会
社
等
」
に
つ
い
て
は
、会

社
法

で
定
め
る
会

社
計

算

規
則

や
金

融
商
品

取
引
法
で
定
め
る
財
務
諸
表

等
規

則
に
お
い
て
も
、

会
社

同
士

の
帰

属
関
係
や
結
合
関
係
を
規
定

し
て
お
り
、本

省
令

案

で
も
、こ

れ
ら
と
異

な
る
基
準
を
用
い
る
特
段
の
理

由
は
な
い
た
め
、会

社
計

算
規

則
や
財

務
諸
表
等
規
則
と
同
様
の
基

準
を
用
い
る
べ
き
。

（K
D
D
I株

式
会

社
、日

本
通
信
株
式
会
社
） 

・ 
各

法
律

に
お
け
る
規
制
対
象
の
範
囲
は
、各

規
制
の
趣
旨
・内

容
等

に
照

ら
し
、個

別
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

・ 
御

指
摘

の
会

社
計

算
規
則
や
財
務
諸
表
等
規
則
に
お
け
る
関
連
会

社
の
定

義
は
、企

業
集
団
の
財
務
諸
表
を
作
成
す
る
上
で
、そ

の
財
政

状
況

及
び
経

営
成

績
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
当
該
企
業
集
団
に
含

め
る
こ
と
が
必

要
な
者
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。 

 
他
方
、本

省
令
案
の
関
連
会
社
等
の
定
義
は
、移

動
通
信
市
場
の
市

場
支
配
的
事
業
者
に
対
し
不
当
な
優
遇
を
禁
止
す
る
こ
と
が
必
要
な

者
か
否
か
等
の
観
点
か
ら
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、会

社
計
算
規
則
等

と
は
そ
の
趣
旨
等
が
異
な
る
た
め
、会

社
計
算
規
則
等
と
同
様
の
基
準

を
用
い
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
。 

１０ 



3 
意
見
及
び
こ
れ
に
対
す
る
考
え
方
（
案
）
 
２
／
２

 
 

意
見
の
概
要

 
考
え
方
（
案
）
 

意
見

３
 
退

職
後

の
動
向
を
把
握
で
き
な
い
よ
う
な
社

員
は
、自

己
が

影
響

を
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、退

職
社

員
が

複
数

名
取

締
役

に
就
任
し
規
定
以
上
の
議
決
権

を
有

し
て
い
て
い
る

も
の
の
、当

社
が
グ
ル
ー
プ
会
社
だ
と
認
識
し
て
い
な
い
会

社
等

は
、関

連
会

社
に
該

当
し
な
い
と
考
え
て
よ
い
か
。（
ソ
フ
トバ

ン
ク
株
式
会
社
） 

・ 
本

省
令

案
の
関

連
会

社
等

の
定

義
で

は
、自

己
（子

会
社

を
含

む
）

が
１／

５
以

上
１／

３
以

下
の
議

決
権

を
保

有
す
る
会

社
に
つ
い
て
は
、

議
決

権
だ
け
で

な
く人

的
な
支
配
関
係
も
併
せ
考
慮
す
る
こ
と
と
し
、退

職
し
た
役

員
・社

員
等

が
当

該
会

社
の
取

締
役

の
１/
５
超

を
占

有
す
る

こ
と
等

を
追

加
要

件
と
し
て
い
る
。 

・ 
こ
の
定

義
で

は
、
単

に
退

職
し
た
役

員
・職

員
等

が
当

該
会

社
の
取

締
役

の
１／

５
超

を
占
有
す
る
だ
け
で
は
な
く、
当
該
退
職
し
た
役
員
・社

員
等

に
対

し
、自

己
が
当

該
会

社
等

の
財

務
及

び
営

業
又

は
事

業
の

方
針

の
決

定
に
関

し
て
影

響
を
与

え
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
要

件
と

し
て
い
る
。 

・ 
御

指
摘

の
事

例
の
よ
う
な
退

職
後

の
動

向
が
把

握
で
き
な
い
よ
う
な

社
員

に
つ
い
て
も
、自

己
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
者
（関

連
会

社
等

）か
ど
う
か
を
個

別
事

例
ご
と
に
実

質
的

に
判

断
す
る
こ
と
に
な

る
と
考

え
る
。 

１１ 
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○
総
務
省
告
示
第

号

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
第
二
十
二
条
の
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気

通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
三
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
行
為
の
相

手
方
と
な
る
電
気
通
信
事
業
者
を
次
の
よ
う
に
告
示
し
、
電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十

七
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年

月

日

総
務
大
臣

山
本

早
苗

電
気
通
信
事
業
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ド
コ
モ
に
係
る
同
条
第
三
項
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
行
為
の
相
手
方
は
、
次
に
掲
げ
る
電
気
通
信
事
業
者
と
す
る
。

一

東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

二

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

三

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
株
式
会
社

四

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ブ
ロ
ー
ド
バ
ン
ド
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
株
式
会
社

五

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ･

テ
ィ
エ
ム
イ
ー

六

株
式
会
社
Ｎ
Ｔ
Ｔ
ぷ
ら
ら

七

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
ピ
ー
・
シ
ー
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
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八

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
メ
デ
ィ
ア
サ
プ
ラ
イ
株
式
会
社



 

 

今
回
併
せ
て
整
備
す
る
省
令
案
（
抜
粋
） 

○
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

 
 

 
 

正 
 

 
 

 
 

案 

現 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

行 

第
四
条
の
二
の
二 
電
気
通
信
事
業
法
施
行
令
（
昭
和
六
十
年
政
令
第
七
十
五
号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
財
務
上
又
は
営
業
上
若
し
く

は
事
業
上
の
関
係
か
ら
み
て
会
社
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る

事
業
体
（
外
国
に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
（
会
社
法
（
平
成

十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及

び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一 

会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他

の
会
社
等
（
破
産
手
続
開
始
、
再
生
手
続
開
始
又
は
更
生
手
続
開
始
の
決
定

を
受
け
た
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
子
会
社

等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
つ
て
、
当
該
会
社
等
が
そ
の
財
務
及
び
営
業
又

は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
議
決
権

の
三
分
の
一
を
超
え
て
自
己
の
計
算
に
お
い
て
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け

る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等 

 

１４ 



 

 

二 

会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
子
会
社
等
以
外
の
他

の
会
社
等
の
議
決
権
の
五
分
の
一
以
上
三
分
の
一
以
下
を
自
己
の
計
算
に
お

い
て
保
有
し
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
で

あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 

イ 

当
該
会
社
等
の
役
員
、
執
行
役
、
業
務
を
執
行
す
る
社
員
若
し
く
は
使

用
人
で
あ
る
者
又
は
こ
れ
ら
で
あ
つ
た
者
で
あ
つ
て
当
該
会
社
等
が
そ
の

財
務
及
び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
関
し
て
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
が
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

(1) 

当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
代
表
取
締
役
、
代
表
執
行
役

又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
。 

 

(2) 

当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
取
締
役
若
し
く
は
執
行
役
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
役
職
に
就
任
し
て
い
る
者
の
総
数
の
五
分
の
一
を

超
え
る
割
合
を
占
め
て
い
る
こ
と
。 

 

ロ 

そ
の
他
当
該
会
社
等
が
当
該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
財
務
及

び
営
業
又
は
事
業
の
方
針
の
決
定
に
対
し
て
重
要
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
こ
と
。 

 

三 

会
社
等
（
当
該
会
社
等
の
子
会
社
等
を
含
む
。
）
が
自
己
の
計
算
に
お
い

て
保
有
し
て
い
る
議
決
権
と
当
該
会
社
等
と
出
資
、
人
事
、
資
金
、
技
術
、

取
引
等
に
お
い
て
緊
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
会
社
等
の
意
思
と

同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
当
該
会
社
等
の

意
思
と
同
一
の
内
容
の
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
者
が
保

有
し
て
い
る
議
決
権
と
を
合
わ
せ
て
、
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
の
議

決
権
の
三
分
の
一
を
超
え
て
保
有
し
て
い
る
場
合
（
当
該
会
社
等
が
自
己
の

 

１５ 



 

 

 

計
算
に
お
い
て
議
決
権
を
保
有
し
て
い
な
い
場
合
を
含
む
。
）
に
お
け
る
当

該
子
会
社
等
以
外
の
他
の
会
社
等
で
あ
つ
て
、
前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要

件
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 
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